
群馬県地域リハビリテーション支援センター 

       ニュースレター ６号         ２００６．８．１５ 

第８回 群馬県地域リハビリテーション協議会 報告 

「館林地区広支に慶友整形外科病院」 

今回の協議会は、７月下旬に書面での協議となりました。前回（平成１８年３月）の協議会において、

太田・館林圏域は二つに分けて２か所の広域支援センターが必要とされました。その後、協議会委員及

び事務局により調整を図った結果、医療法人慶友会 慶友整形外科病院から指定申請書の提出がありま

した。慶友整形外科病院は要件を満たすことから、館林地域リハビリテーション広域支援センターに指

定することが認められました。 

今回の指定により、県内全圏域で広域支援センターが指定され、この協議会の役割は一段落しました。

今後は、介護予防推進の取り組みに地域リハの体制を生かしていくことが重要になります。そこで、こ

の協議会を発展的に見直し、介護予防推進の協議組織として再編することが検討されています。 

                                 協議会委員長 山口 晴保    
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介護予防サポーター養成準備研修 報

年６月１３日 群馬会館ホールにおい

政策課介護保険室、県地域リハビリテ

援センターの共催により介護予防サポ

準備研修が行われました。 

サポーター研修とは、地域で自主的に

取り組もうとする方や、市町村等の介

にボランティアとして活動したい方な

、介護予防に関する知識や技術を身に

だこうとするものです。本年４月にス

新しい介護保険制度において、介護予

市町村が地域支援事業として実施する

ています。この介護予防一般高齢者施

域介護予防活動支援事業」があり、ボ

や地域活動組織の育成・支援を行うこ

います。しかし、県内の介護予防に関

ノウハウは少ないため、県と県支援セ

リキュラムを開発し、研修・普及を行

年度、県支援センターが、群馬大学、

歯科衛生士会、健康運動指導士会の協

キュラムの開発を目的に、パイロット

しました。前橋市の協力を得て、２月

かけて、前橋市芳賀公民館で、介護予

ー研修会の初級コース及び中級コース

この反省を踏まえて、カリキュラムを

。 

今年度は、地域リハビリテーション広域支援セ

ンター（県内１２センター）が、市町村や講師と

なる方の協力を得て介護予防サポーター研修を実

施します。サポーターは、市町村での活躍が期待

されるため、研修生の募集や研修後の活用等につ

いて市町村が主体的に参加いただく必要がありま

す。また、研修の講師になれる人材も十分でない

ため、専門職能団体の会員だけでなく、市町村や

保健福祉事務所の専門職にも、講師としての参加

もお願いなければなりません。そこで、県内全広

域支援センターと全市町村や保健福祉事務所の代

表に集まって頂き、今回の伝達研修が実施されま

した。 

講師は、群馬リハネットの山口・浅川に加え、

島田千代子（県歯科衛生士会）、水野三千代（県

栄養士会）、鹿島秀（健康運動指導士会県支部）、

北原絹代（前橋市介護高齢福祉課）の各氏にご協

力頂きました。 

今後は、広域支援センターと市町村等でスケジ

ュールや実施方法を検討し、１０月以降に各圏域

で初級・中級研修が実施される予定です。なお、

１０月１日（日）には、県庁の介護予防推進イベ

ントで、介護予防サポーター初級研修を開催する

予定です。 
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介護予防サポーター制度 

初級：３時間の研修、対象：一般高齢者など概ね１００名程度 

   概要 介護予防の必要性や方法を理解し、隣人に広められる 

中級：３時間×３回の研修 

対象：ボランティアとして活動する意欲のある方 20～40 名程度 

   概要 介護予防の全般的な知識を身につけ、介護予防事業のサポートができる   

上級：ボランティアとして市町村の事業に参加 中級修了者 

   概要 さらに市町村の介護予防事業などに参加して経験を積み、 

地域のリーダーとして自主的活動ができる 
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利根沼田地域リハビリテーション広域支援センターうちだ 
自立支援と介護予防重視を目標とする

度改正に伴い、「予防」に重点を置いた、

ポーター育成事業の準備研修会に参加

ました。今回の事業でまず行っていか

らないことは、市町村の考えをしっか

、研修修了後どのような事業を行って

地域支援事業の活動にどのように参加

かなど、漠然と「介護予防」について

はなく、地域で広め継続して行われる

いく必要があります。ただ訓練を目的

ではではなく、対象者が主体的に参加

尊重した活動が行われるように導くこ

日々の日常生活・生活機能の向上に繋

ては地域全体で自立した生活を送るこ

のではないでしょうか。そのためには

職種間連携を行い、地域全体を支える

、地域リハビリテーション広域支援セ

割を果せるような活動を目指したいと

いました。 

修は、平成１８年６月１３日 群馬会

おいて、県高齢政策課、県地域リハビ

ン広域支援センターの共催により行わ

行政や各圏域の地域リハビリテーショ

センター、その他関係団体が参加し、

ポーター養成研修で行うカリキュラム

ご指導や事業を実施して行くうえでの

ました。印象に残った事として介護保

長から数多くの手術をこなしてきた医

「医師である私がなぜ治療ではなく、予

っているのか。それは、いくら手術を

んを治しても、別の患者さんが次々と

術をして治すことよりも、事前に予防

し「防ぐ」ことが大事である。」とのお言葉を頂き、

今回の事業に対する役割の必要性を改めて実感し

ました。 

事業の内容として、初級は概ね３時間くらいの

コースで、介護予防とは？ 介護予防はどうして

必要なのか？ 介護予防はどう行えばよいのか？ 

などを隣人に広められる程度の知識の習得。中級

は地域でボランティアなど中心的な働き手として

活躍できる方を対象に、概ね３時間の実技を交え

た研修を３回行い、「認知症・運動・栄養・口腔」

などの知識を学びます。カリキュラムについては

市町村のニーズによって特徴のある研修にする為、

多少違っていても構わないとのことでした。上級

については市町村で行っている介護予防事業に自

ら参加して頂き、経験をつんで地域で活躍できる

レベルになって頂く。 

このような事業を地域で広めて行くには、市町

村・地域リハビリテーション広域支援センターが

連携をしてシステムを作りあげ、事業として自立

し、地域で「予防事業」が発展して行けるよう支

援して行かなければと思います。そのためには今

回のようなマンパワー研修を行い、指導を行う人

材を育てる事も必要です。これから行っていかな

ければならないことは、まだまだ沢山ありますが、

今回行われた準備研修会のお陰で県の方針や、先

行してサポーター研修が行われた地区の報告から、

高齢者の意欲やニーズを捉えることができました。

今後も介護予防・地域支援だけではなく、情報交

換や交流に至るまでのご指導を頂ければ幸いと存

じます。充実した研修に参加させて頂きありがと

うございました。



全国地域リハビリテーション支援事業連絡協議会設立総会に出席して 

県地域リハ支援センター長  酒井 保治郎 
全国地域リハビリテーション（以下リハ）支援

事業連絡協議会の設立総会に出席するため、平成

18 年 8 月 4日、午後から東京（ホテル JAL 田町・

東京）に出かけてきた。タイトルの通り、新しい

組織である「全国地域リハ支援事業連絡協議会」

を設立するために、開催された総会で、発起人（群

馬地域リハ研究会で講演をお願いした浜村明徳先

生、米満弘之先生など）から提案された原案の通

り、了承され、成立となった。  

 多くの方々にとっては、突然の話と思います。

以下、その背景や内容について、私の理解する範

囲で説明し、参加できなかった広域支援センター

の皆様ならびに地域リハ関係者に理解いただきた

いと思います。 

そもそも設立に至る契機は昨年 3月 11日、東京
で開催された第２回全国都道府県リハビリテーシ

ョン支援センター長連絡協議会に遡る。群馬県も

一昨年 10月に加入し、この協議会に、始めて出席
しました。当時、 25 カ所の都道府県の支援セン
ターが加入しており、支援センターの立ち上がっ

ていない県は県の関係者などが出席されていて、

それらも含めて 30都道府県の参加であった。群馬
県では初めての出席であったが、この会はすでに

曲がり角にさしかっていた。平成 12年（群馬では 
平成 16年）に開始された地域リハ支援体制整備推
進事業において、先行の都道府県リハ支援センタ

ーや広域支援センターは、研修会、相談業務や現

地指導で成果を上げてきたが、国の三位一体改革

により、予算も付かず、整備推進事業が平成 18年
度以降はどうなるのか、全くの未知数であった。

折しも、地域包括支援センターの話題が飛び交っ

ていたが、広域支援センターとの関わりなど、そ

の詳細がまったく不明であった。そのような中で、

今後の方向付けが定まらないまま、先行する一部

の県支援センターなどが発起人になり、地域リハ

ビリテーションの充実のための情報の交流、活動

の連携を目的に、より拡大した全国地域リハビリ

テーション支援推進事業連絡協議会（仮称）が再

提案され、一年後に設立総会を開催する方向で了

承された。予定より半年近く遅れたが、そのよう

な経緯の中で、ほぼ同様の名称で、設立に至った

のが今回の全国地域リハ支援事業連絡協議会であ

る。すなわち、この協議会は全国都道府県リハビ

リテーション支援センター長連絡協議会を母体と

して、それを解散して（全国都道府県リハビリテ

ーション支援センター長連絡協議会の会計から、

寄付の名目で全額繰り入れ）、新たに広域支援セン

ターや各種リハ団体、協賛する個人を対象に設立

されたものである。会則に謳われたその目的は「各

都道府県のリハ支援体制の推進や地域リハの発展

を図る」ことであり、今年度の事業計画では、主

なものとして、地域リハ情報に関する機関誌の発

行、研修会や教育研修の開催などが企画される予

定である（まだ具体化されたものはない）。われわ

れとしては、いろいろと模索の中で活動しており、

機関誌などで先行する都道府県の情報やノウハウ

を知ることができるし、協議会に問い合わせ、ア

ドバイスを得ることも可能かもしれない。さらに、

広域支援センター、そして今年度から始まった介

護予防事業等の拠点となる地域包括支援センター、

それぞれの機能が十分発揮されるには、民間の関

係諸団体と保健福祉の公的機関との有機的ネット

ワークの構築がますます重要で、この協議会にそ

の役割を期待したいものである。 
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「元気県ぐんま２１推進大会」介護予防推進イベント 

「華麗に加齢フェスタ 2006」 ～こころもカラダも頭もずっと元気に！～ 

平成１８年１０月１日（日） 10:00～16:30、群馬県庁県民ホール、ビジターセンター、昭和庁舎、

県民広場、群馬会館を会場に、介護予防等を体験し、楽しみながら知識を身につけていただくイベン

トが開催されます。県支援センター・群馬リハネットも出展の予定です。また、認知症サポーターと

介護予防サポーター研修も開催されます。８月末頃にはチラシが配布され、県のホームページにも掲

載されると思いますので、詳しくはそちらをご覧下さい。 
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詳細
高次脳機能障害サポートネットワーク連絡会設置
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18年4月から施行された障害者自立支援法

「高次脳機能障者支援普及事業」が、県の

してうたわれています。この事業の一環と

7月２０日に、こころの健康センターにお

１回群馬県高次脳機能障害サポートネット

連絡会が開催されました。群馬リハネッ

支援センターを代表して山口が参加してき

ので、報告します。 

の医療・リハビリテーション、福祉、行政

次脳機能障害に関わる団体・機関計 14 か所

）から参加がありました。県こころの相談

ーの宮永所長がこの連絡会の代表です。第

連絡会では、会議の趣旨および経過が説明

あと、それぞれの施設等がどう係われるの

の情報を提供し、意見を交わしました。障

帳に「高次脳機能障害」という新たなカテ

ができた点について、これに係わった宮永

り、身体障害や認知症（痴呆）のような精

神障害では漏れてしまった方々を認定するために

作られたカテゴリーなので、基本的には「外す」

のではなく「（漏れを）取りこむ」ための診断基準

であり、認定はこの方向で進めるとの見解が示さ

れました。医学的に厳しく認定する（除外する）

ための基準ではなく、むしろこれまでの基準では

救えなかった方々を認定するための（政治的）基

準であるとの説明でした。 

家族会の立上代表からは、高次脳機能障害者が

昼間仕事をしながら過ごせるような作業所／デイ

サービスが無いので困っていることが一番の切実

な問題だとの訴えがありました。群馬県障害者職

業センターが、高次脳機能障害者の復職に取り組

んでいますが、リハ専門職は不在でした。連絡会

が立ち上がり、今後、高次脳機能障害を持つ方へ

の支援ネットワーク作りが始まります。皆様のご

協力を宜しくお願い致します。            

 

十字病院、県立精神医療センター、群馬大学医学部付属病院リハ部、群馬リハネット、県ＭＳＷ

県ＯＴ協会、県ＰＴ協会、県立身体障害者リハセンター、県障害者職業センター、県精神障害者

帰協議会設立準備委員会、県社会福祉協議会、県保健予防課精神保健福祉室、県障害政策課、県

の相談センター、家族会「ぐんま」  

 
 

県支援センター事務局便り 
（H18.4～H18.7） 

4.13 ニュースレター5号発送 

5.9 介護予防サポーター実践編オリエンテーション 

6.13 介護予防サポーター養成準備研修会 

第 5 回 

馬県地域リハ研究会 

年１月２０日に開催

： 平成 19 年 1 月 20 日（土） 

： 群馬会館大ホール 

 ： 無料 

： 理学療法士 中村崇 先生     

（佐久平整形外科クリニック・  

NPO 法人 佐久平総合リハビリテ

ーションセンター） 

１名講師を予定しておりますが、交渉中

 

は次号でお知らせいたします。 
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